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ジェネリック医薬品使用促進に関する協力依頼について 

 

 

 社会保険医療行政、保健医療行政の推進及び健康保険事業の運営につきまして、平素

から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、ジェネリック医薬品の使用促進に関しましては、平成 29年 6月 9日の閣議決

定において、使用割合を「2020年(平成 32年)9月まで」に 80％以上とする目標が定め

られております。岩手県内においても、東北厚生局岩手事務所、岩手県が全国健康保険

協会岩手支部をはじめ各保険者と連携して目標の実現に向け、様々な施策に積極的に取

り組んでいるところです。 

 この度、全国健康保険協会岩手支部において、ジェネリック医薬品の処方割合等の統

計結果を分析した資料を作成しましたので、ジェネリック医薬品の取扱いをご検討され

る際の参考資料として、ご活用いただきますようお願いいたします。 

 引き続き、ジェネリック医薬品使用割合の目標達成に向けた取組につきまして、ご理

解をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

  

 

 

【連絡先】 

〒020-8508 

盛岡市中央通 1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル 2F 
 

全国健康保険協会岩手支部 

企画総務グループ 
 

TEL：019-604-9018（直通） 

参考資料 2 


